
　

市
で
は
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
う
放
射

線
に
対
応
す
る
た
め
、
市
内
52
地
点
（
全
市
立

小
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育
園
と
公
園
8
地
点
）

で
大
気
中
の
空
間
線
量
を
測
定
し
、
市
内
各
地

域
の
放
射
線
の
状
況
を
調
査
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、そ
の
結
果
に
つ
い
て
、専
門
機
関
に
見

解
を
求
め
、「
現
状
の
浦
安
市
の
放
射
線
量
で
健

康
に
被
害
が
出
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、普
通
に
生

活
し
て
問
題
な
い
」と
お
知
ら
せ
し
て
き
ま
し

た
。さ
ら
に
、プ
ー
ル
の
水
や
ご
み
焼
却
灰
に
含

ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
調
査
を
実
施
し
、い
ず
れ

も
基
準
値
以
下
と
い
う
結
果
で
し
た
。

特集は２ページに続く地表から高さ50㎝（砂場は５㎝）の放射線量を測定します

よ
り
安
全
で
安
心
な
ま
ち
を
目
指
し
て

放
射
線
対
策

こ
ど
も
施
設
の
側
溝
な
ど
を
測
定

私
有
地
の
測
定
に
も
対
応

　

市
は
、国
に
統
一
し
た
放
射
線
量
の
基
準
を
設

定
す
る
こ
と
を
求
め
て
き
ま
し
た
が
、10
月
21
日

付
け
で
、内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
環
境
省
が「
当

面
の
福
島
県
以
外
の
地
域
に
お
け
る
周
辺
よ
り

放
射
線
量
の
高
い
箇
所
へ
の
対
応
方
針
」を
示

し
、ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、こ
の
方
針
を
踏
ま
え
、簡
易
な
除
染

の
目
安
と
な
る
基
準
を
設
定
し
、放
射
線
量
が
高

い
と
思
わ
れ
る
箇
所
の
測
定
を
行
う
な
ど
、市
民

の
皆
さ
ん
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
、市
独
自
の

対
策
を
実
施
し
ま
す
。
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放射線対策   １・２面

主 な 内 容

冬の省エネ行動   ３面

認可保育園・保育ママ 入園申込　ほか   ８面
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人権週間　ほか   ７面
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せ
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　測定の結果、私有地で地表から高さ50cmの放
射線量が毎時１マイクロシーベルト以上の箇所を
発見した場合、簡易な除染を行ってください。

簡易な除染の方 法

市独自の対策

方針に関すること

環境保全課

施設などの測定に関すること

● 保育園（認証保育所・簡易保育所を含む）、私立幼稚園   保育幼稚園課
● 市立幼稚園、小・中学校   保健体育安全課
● 児童育成クラブ   青少年課
● 日中一時支援事業施設   障がい福祉課
● 公園、私有地   環境保全課

● 私有地の側溝や雨どい下、植え込みなどを測定します

　保育園、幼稚園、小・中学校、児童育成クラブ、日中一時支援事
業施設、公園などのこどもが利用する205の施設で、側溝や雨ど
い下、雨水がたまりやすい場所など、放射線量が高いと思われる
箇所について、地表から高さ50cm（砂場は5cm）の放射線量を
測定します。また、認証保育所、簡易保育所、私立幼稚園、私立中
学校は、要請に応じて測定を行います。

測　定

　測定の結果、毎時１マイクロシーベルト以上の場合、簡易な除
染を行います。簡易な除染

　放射線量を低減させるためには、落ち葉の回収、
樹木の剪

せん

定
て い

、水による洗浄、ブラッシング、側溝の
泥の除去などの方法があります。
　簡易な除染により生じる土砂、汚泥などの廃棄物
などを一時保管する場合は、敷地内のなるべく人の
立ち入らない場所にまとめて地下に置く（埋める）
方法などがあります。
　簡易な除染を行っても放射線量が低減されない場
合は、市が対応します。

● なるべく作業を効率化し、長時間の作業にならな
いように努める
● マスク、ゴム手袋、ゴム長靴、長袖などを着用す
る
● 作業後に手足、顔など露出部分をよく洗い、うが
いをする
● 作業後、屋内に入る際は、靴の泥をなるべく落と
し、服を着替えるなど、泥、ちり、ほこりなどを
持ち込まないようにする

　簡易な除染を行う際、心配な方は、次のこと
を行ってください。

簡易な除染の留意事項

自
分
で
測
定
で
き
な
い
方

　市が測定を行いますので、測定を希望する方
は、11月30日㈬までに、放射線量測定受付セン
ターへご連絡ください。マンションや団地の場合
は、土地所有者または管理組合から申し込みをし
てください。測定は月～金曜日（祝日を除く）に
行い、戸建は30分以内、マンションは60分以内
で行います。なお、地表から高さ50cmの放射線
量が毎時１マイクロシーベルト以上の箇所を発見
した場合、簡易な除染は自分で行ってください。

放射線量測定受付センター専用ダイヤル
☎３９０・０１８９
(土･日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時)

● こどもが利用する施設を測定します

　市では、市民の皆さんが自分で測定できるよう、簡易測定器20台を12月中旬から貸し出しま
す。貸し出し方法など、詳しくは、決まりしだい、市ホームページなどでお知らせします。

簡易測定器
の貸し出し

自
分
で
測
定
で
き
る
方

50cm

毎
時
１
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
だ
っ
た
場
合


